
○
農
林
水
産
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
二
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

７

畜
産
物
の
価
格
安
定
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

衆

六
三
、
九
、
二
二

六
三
、
一
一
、
二
一

六
三
、
一
二
、
一
五

可
　
　
決

六
三
、
一
二
、
一
六

可
　
　
決

六
三
、
一
〇
、
一
三

六
三
、
一
一
、
八

可
　
　
決

六
三
、
一
一
、
一
八

可
　
　
決

　
　
　
　
　
六
三
、
一
〇
、
一
三

衆
本
会
議
趣
旨
説
明

　
　
　
　
　
　
　
一
一
、
二
一

参
本
会
議
趣
旨
説
明

8

肉
用
子
牛
生
産
安
定
等
特
別
措
置
法
案

"

九
、
二
二

一
一
、
二
一

一
二
、
一
五

可
　
　
決

一
二
、
一
六

可
　
　
決

一
〇
、
一
三

一
一
、
八

可
　
　
決

一
一
、
一
八

可
　
　
決

衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
二
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ
提

出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

3

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
案

農
林
水
産
委
員
長

（
六
三
、
一
一
、
八
）

六
三
、
一
一
、
九

六
三
、
一
一
、
一
八

六
三
、
一
一
、

九

（
予
）

六
三
、
一
二
、
一
五

可
　
　
決

六
三
、
一
二
、
一
六

可
　
　
決

六
三
、
一
一
、
一
八

可
　
　
決

４

果
樹
農
業
振
興
特
別
措
置
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案

田
中
恒
利
君

外
　
　
四
　
名

（
一
一
、
九
）

一
二
、
二
〇

一
二
、
二
〇

（
予
）

六
三
、
一
二
、
二
〇

継
　
続
　
審
　
査



畜
産
物
の
価
格
安
定
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

　
（
閣
法
第
七
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
近
年
の
牛
肉
の
輸
入
を
め
ぐ
る
事
情
の
変
化
に
対

処
し
て
、
国
産
牛
肉
を
引
き
続
き
畜
産
振
興
事
業
団
の
価
格
安
定
操

作
の
対
象
と
し
て
そ
の
価
格
の
安
定
を
図
り
つ
つ
、
事
業
団
の
業
務

及
び
そ
の
実
施
方
法
等
に
つ
い
て
所
要
の
見
直
し
を
行
お
う
と
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
輸
入
に
係
る
牛
肉
等
に
関
す
る
規
定
の
改
正

　
　
事
業
団
が
行
う
買
い
入
れ
、
売
り
渡
し
等
の
業
務
の
対
象
か
ら
、

　
輸
入
に
係
る
牛
肉
等
を
除
外
す
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
牛
肉
の

　
輸
入
に
つ
い
て
の
事
業
団
の
一
元
的
な
運
営
機
能
に
関
す
る
規
定

　
を
削
除
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
事
業
団
の
業
務
の
追
加

　
　
畜
産
経
営
の
改
善
等
に
資
す
る
た
め
、
事
業
団
の
業
務
の
範
囲

　
に
、
主
要
な
畜
産
物
の
生
産
及
び
流
通
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、

　
整
理
及
び
提
供
の
業
務
を
追
加
す
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
指
定
助
成
対
象
事
業
に
つ
い
て
の
補
助
の
限
度
の
廃
止

　
　
指
定
助
成
対
象
事
業
に
つ
い
て
の
補
助
の
機
動
的
な
実
施
に
資

す
る
た
め
、
そ
の
補
助
等
に
要
す
る
経
費
と
し
て
事
業
団
が
政
府

か
ら
の
交
付
金
に
係
る
資
金
か
ら
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
の

限
度
に
関
す
る
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
と
す
る
。

委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
三
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
委
員

会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
ま
ず
、
畜
産
物
の
価
格
安
定
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
は
、
牛
肉
の
輸
入
に
係
る
事
情
の
変
化
に
対
処
し
て
、
畜

産
振
興
事
業
団
が
輸
入
牛
肉
に
つ
い
て
の
買
い
入
れ
、
売
り
渡
し
等

の
業
務
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
伴
う
所
要
の

規
定
の
整
理
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
肉
用
子
牛
生
産
安
定
等
特
別
措
置
法
案
は
、
牛
肉
の
輸
入

に
係
る
事
情
の
変
化
が
肉
用
子
牛
の
価
格
等
に
及
ぼ
す
影
響
に
対
処

し
て
、
当
分
の
間
、
畜
産
振
興
事
業
団
に
肉
用
子
牛
に
つ
い
て
の
生

産
者
補
給
交
付
金
等
の
交
付
の
業
務
を
行
わ
せ
る
と
と
も
に
、
同
交

付
金
等
の
交
付
そ
の
他
食
肉
に
係
る
畜
産
の
振
興
に
資
す
る
施
策
の

実
施
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
関
す
る
特
別
の
措
置
等
を
講
じ
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
参
考
人
を
招
い
て
そ
の
意
見
を
聴
取



す
る
と
と
も
に
、
両
法
律
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
審
査
を
行
い

ま
し
た
。

　
質
疑
の
主
な
内
容
は
、
畜
産
を
め
ぐ
る
諸
情
勢
の
変
化
、
保
証
基

準
価
格
の
水
準
及
び
算
定
方
法
、
牛
肉
の
自
由
化
決
定
が
我
が
国
畜

産
に
与
え
る
影
響
、
肥
育
経
営
の
安
定
対
策
、
生
産
コ
ス
ト
の
低
減
、

国
境
措
置
の
あ
り
方
、
牛
肉
需
給
の
見
通
し
、
畜
産
物
の
安
全
性
等

で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
を
願
い
ま

す
。

　
質
疑
を
終
局
し
、
畜
産
物
の
価
格
安
定
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本

共
産
党
を
代
表
し
て
下
田
委
員
よ
り
反
対
で
あ
る
旨
の
発
言
が
あ
り

ま
し
た
。

　
討
論
終
局
の
後
、
採
決
の
結
果
、
畜
産
物
の
価
格
安
定
等
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
次
に
、
肉
用
子
牛
生
産
安
定
等
特
別
措
置
法
案
に
つ
い
て
、
日
本

共
産
党
を
代
表
し
て
諫
山
委
員
よ
り
修
正
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
が
、

本
修
正
案
は
予
算
を
伴
う
も
の
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
国
会
法
第
五

十
七
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
の
意
見
を
聴
取
い
た
し
ま
し
た
と

こ
ろ
、
佐
藤
農
林
水
産
大
臣
よ
り
、
政
府
と
し
て
は
反
対
で
あ
る
旨

の
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。

　
続
い
て
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し

て
下
田
委
員
よ
り
、
修
正
案
に
賛
成
し
、
原
案
に
反
対
す
る
旨
の
発

言
が
あ
り
ま
し
た
。

　
討
論
終
局
の
後
、
採
決
の
結
果
、
ま
ず
、
修
正
案
は
賛
成
少
数
を
も

っ
て
否
決
さ
れ
、
肉
用
子
牛
生
産
安
定
等
特
別
措
置
法
案
は
賛
成
多

数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
両
法
律
案
に
対
し
、
九
項
目
に
わ
た
る
附
帯
決
議
を
行
い

ま
し
た
。

　
次
に
、
遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
案
は
、
遊
漁
船
の
利

用
者
の
安
全
の
確
保
及
び
利
便
の
増
進
並
び
に
漁
場
の
安
定
的
な
利

用
関
係
の
確
保
に
資
す
る
た
め
、
遊
漁
船
業
を
営
む
者
の
業
務
の
適

正
な
運
営
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
組
織
す
る
団
体
の
適
正
な

活
動
を
促
進
し
、
遊
漁
船
業
の
健
全
な
発
達
を
図
る
た
め
の
措
置
を

定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
別
に
質
疑
も
な
く
、
採
決
の
結
果
、

本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
を
申
し
上
げ
ま
す
。



肉
用
子
牛
生
産
安
定
等
特
別
措
置
法
案
（
閣
法
第
八
号
）

要
旨

　
本
法
律
案
は
、
牛
肉
の
輸
入
に
係
る
事
情
の
変
化
が
肉
用
子
牛
の

価
格
等
に
及
ぼ
す
影
響
に
対
処
し
て
、
当
分
の
間
、
畜
産
振
興
事
業

団
に
都
道
府
県
肉
用
子
牛
価
格
安
定
基
金
協
会
が
交
付
す
る
肉
用
子

牛
に
つ
い
て
の
生
産
者
補
給
金
に
充
て
る
た
め
の
生
産
者
補
給
交
付

金
等
の
交
付
の
業
務
を
行
わ
せ
る
と
と
も
に
当
該
生
産
者
補
給
交
付

金
等
の
交
付
そ
の
他
食
肉
に
係
る
畜
産
の
振
興
に
資
す
る
施
策
の
実
施

に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
関
す
る
特
別
措
置
等
を
講
ず
る
こ
と
に
よ

り
、
肉
用
子
牛
生
産
の
安
定
そ
の
他
食
肉
に
係
る
畜
産
の
健
全
な
発

達
を
図
り
、
農
業
経
営
の
安
定
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
畜
産
振
興
事
業
団
は
、
都
道
府
県
知
事
の
指
定
を
受
け
た
都
道

　
府
県
肉
用
子
牛
価
格
安
定
基
金
協
会
（
以
下
「
都
道
府
県
協
会
」

　
と
い
う
。
）
が
、
肉
用
子
牛
の
生
産
者
に
交
付
す
る
生
産
者
補
給
金

　
に
充
て
る
た
め
、
当
該
都
道
府
県
協
会
に
対
し
、
生
産
者
補
給
交

　
付
金
を
交
付
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
生
産
者
補
給
交
付
金
の
金
額
は
、
肉
用
子
牛
の
再
生
産
を
確
保

　
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
定
め
る
保
証
基
準
価
格
か
ら
肉
用
子
牛
の

　
平
均
売
買
価
格
を
控
除
し
た
金
額
を
基
礎
に
算
定
す
る
こ
と
と
す

　
る
。

　
　
こ
の
場
合
、
平
均
売
買
価
格
が
、
肉
用
子
牛
生
産
の
合
理
化
に

　
よ
り
実
現
を
図
る
こ
と
が
必
要
な
肉
用
子
牛
の
生
産
費
を
基
準
と

　
し
て
定
め
る
合
理
化
目
標
価
格
を
下
回
る
と
き
は
、
都
道
府
県
協

　
会
の
生
産
者
積
立
金
か
ら
生
産
者
補
給
金
の
一
部
を
交
付
す
る
こ

　
と
と
す
る
。

三
、
牛
肉
及
び
特
定
の
牛
肉
調
製
品
に
係
る
関
税
収
入
を
、
生
産
者

　
補
給
交
付
金
等
に
充
て
る
た
め
の
畜
産
振
興
事
業
団
へ
の
交
付
金

　
の
交
付
並
び
に
繁
殖
、
育
成
及
び
肥
育
を
通
ず
る
肉
用
牛
生
産
の

　
合
理
化
、
食
肉
等
の
流
通
の
合
理
化
等
に
資
す
る
施
策
の
実
施
に

　
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
の
特
定
の
財
源
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
畜
産
振
興
事
業
団
の
財
務
及
び
会
計
に
つ
い
て
は
、
生
産
者
補

　
給
交
付
金
等
の
交
付
の
業
務
に
つ
い
て
の
区
分
経
理
等
所
要
の
措

　
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

五
、
畜
産
振
興
事
業
団
に
よ
る
生
産
者
補
給
交
付
金
等
の
交
付
は
、

　
昭
和
六
十
五
年
度
か
ら
、
牛
肉
等
に
係
る
関
税
収
入
に
つ
い
て
の

　
特
別
措
置
は
、
昭
和
六
十
六
年
度
か
ら
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
な
お
、
昭
和
六
十
五
年
度
の
生
産
者
補
給
交
付
金
等
の
財
源
と

　
し
て
、
本
年
度
か
ら
昭
和
六
十
五
年
度
ま
で
の
間
の
畜
産
振
興
事



業
団
の
輸
入
牛
肉
差
益
の
一
部
を
充
て
る
こ
と
と
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
六
一
ペ
ー
ジ
参
照

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
案
（
衆
第
三
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
遊
漁
船
の
利
用
者
の
安
全
の
確
保
及
び
利
便
の
増

進
並
び
に
漁
場
の
安
定
的
な
利
用
関
係
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
遊
漁
船
業
の
届
け
出

　
　
遊
漁
船
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
営
業

　
所
ご
と
に
、
都
道
府
県
知
事
に
所
定
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

二
、
気
象
情
報
の
収
集
等

　
　
遊
漁
船
業
者
は
、
気
象
情
報
を
収
集
し
、
営
業
所
ご
と
に
利
用

　
者
名
簿
を
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、

　
都
道
府
県
知
事
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
遊
漁
船
業
者
の
遵

　
守
事
項
を
遵
守
し
て
い
な
い
者
に
対
し
て
改
善
命
令
を
出
す
こ
と

　
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
全
国
遊
漁
船
業
協
会

　
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
遊
漁
船
業
の
健
全
な
発
達
を
図
る
こ
と
を

　
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
公
益
法
人
を
全
国
に
一
を
限
っ
て
全
国

　
遊
漁
船
業
協
会
と
し
て
指
定
す
る
と
と
も
に
、
同
協
会
が
定
め
る

　
適
正
営
業
規
程
に
従
っ
て
営
業
す
る
遊
漁
船
業
者
は
、
そ
の
登
録

　
を
受
け
、
一
定
の
様
式
の
標
識
を
掲
示
す
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
遊
漁
船
業
団
体

　
　
都
道
府
県
知
事
は
、
遊
漁
船
業
者
等
を
構
成
員
と
す
る
営
利
を

　
目
的
と
し
な
い
法
人
で
あ
っ
て
、
遊
漁
船
業
者
に
対
す
る
指
導
等

　
を
適
切
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、

　
遊
漁
船
業
団
体
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
六
一
ペ
ー
ジ
参
照




